
【【事例事例】】 放射性物質検査の厳格化に放射性物質検査の厳格化に

○○ 茶道用木炭の納品先より、国の指標値茶道用木炭の納品先より、国の指標値(2(2
下の茶道用木炭の納品を求められた下の茶道用木炭の納品を求められた下の茶道用木炭の納品を求められた。下の茶道用木炭の納品を求められた。

○○ このため、茶道用木炭生産者団体は木炭このため、茶道用木炭生産者団体は木炭
の費用分が減収。の費用分が減収。

■販売相手先からの要請文書

よる減収（岩手県）よる減収（岩手県）

280bq/kg)280bq/kg)より更に厳しいより更に厳しい250bq/kg250bq/kg以以

（別紙Ⅱ－５ー４）

炭用原木の調達先の変更を余儀なくされ、そ炭用原木の調達先の変更を余儀なくされ、そ
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【【事例事例】】 放射性セシウムが検出された放射性セシウムが検出された

■線香立て用の木灰の取引停止

○○ 大手線香メーカーへ出荷されていた製大手線香メーカーへ出荷されていた製
生する木灰生する木灰((線香立ての中に入れる灰：月線香立ての中に入れる灰：月
400kg)400kg)に国の指標値以下の放射性セシに国の指標値以下の放射性セシ
出された。出された。

○木灰集荷業者は 指標値以下にもかかわ○木灰集荷業者は 指標値以下にもかかわ○木灰集荷業者は、指標値以下にもかかわ○木灰集荷業者は、指標値以下にもかかわ
停止を受け在庫２トンを抱えている。停止を受け在庫２トンを抱えている。

【【事例事例】】 県内産であることによる減収県内産であることによる減収

■竹酢液の取引停止

○○ 竹炭製炭時に発生する煙を液化した竹竹炭製炭時に発生する煙を液化した竹
いて、これまでの販売先から宮城県産でいて、これまでの販売先から宮城県産で
をもって取引停止を受けた。をもって取引停止を受けた。

【【事例事例】】 放射能汚染がない木炭を求め放射能汚染がない木炭を求め

■陶器製造用木炭の取引停止■陶器製造用木炭の取引停止

○○ 陶器製造業者から原発事故前の放射能陶器製造業者から原発事故前の放射能
い木炭の納入を求められ、原発事故後にい木炭の納入を求められ、原発事故後に
指標値以下の木炭であっても販売できな指標値以下の木炭であっても販売できな

【【事例事例】】 放射性物質検査の厳格化に放射性物質検査の厳格化に

■薪の取引停止

○○ 従来からの契約先から国の指標値従来からの契約先から国の指標値(40(40○○ 従来からの契約先から国の指標値従来からの契約先から国の指標値(40(40
以下の薪の契約することについて指示が以下の薪の契約することについて指示が
標値以下の薪であっても契約ができなか標値以下の薪であっても契約ができなか

たことによる減収（岩手県）たことによる減収（岩手県）

製炭時に発製炭時に発
月販売量月販売量

シウムが検シウムが検

わらず取引わらず取引わらず取引わらず取引

（宮城県）（宮城県）

竹酢液につ竹酢液につ
であることであること

められたことによる減収（栃木県）められたことによる減収（栃木県）

能汚染のな能汚染のな
に生産したに生産した
なかった。なかった。

よる減収（長野県）よる減収（長野県）

0Bq/kg)0Bq/kg)0Bq/kg)0Bq/kg)
がされ、指がされ、指
かった。かった。
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稲わら、牧草等の粗飼料の利用の動向

（別紙Ⅱ－５－５）

牧草、稲牧草、稲わらわら等の粗飼料について、宮城県についてみると、稲等の粗飼料について、宮城県についてみると、稲わらわら販売業者販売業者

からの報告では、稲わらの販売量はからの報告では、稲わらの販売量は22０年産以降、２２年までは横ばいからや０年産以降、２２年までは横ばいからや

や減少傾向であったが、原発事故のあった２３年の販売量は２０～２２年産のや減少傾向であったが、原発事故のあった２３年の販売量は２０～２２年産の

平均に比べ大幅に減少（３割以上減）、価格についても、約２割減となってお平均に比べ大幅に減少（３割以上減）、価格についても、約２割減となってお

り、さらに販売が可能な場合であっても検査証明書の添付が求められているり、さらに販売が可能な場合であっても検査証明書の添付が求められている

宮城県
（稲わら）

ケースがあった。ケースがあった。

（円/kg）
（ｔ）

n=10

20～22年生産量平均 5634t
販売量平均 5539t
販売価格平均 38.4円/kg

注1 ） データは宮城県の販売事業者のサンプル調査
注２） 販売のみ行う業者も存在し販売量が生産量

を上回っている場合がある。

23年は20～22年平均に比べ販売量で34%減、販売価格で22%減
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（別紙ⅡⅡ－５－６）
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稲わら、牧草等の粗飼料の利用の動向

（別紙Ⅱ－５－７）

栃木県についてみると、麦わらの販売実績のある事業者からの報告では、毎栃木県についてみると、麦わらの販売実績のある事業者からの報告では、毎

年一定量の麦わらの生産・販売を行ってきたが、原発事故のあった２３年に利年一定量の麦わらの生産・販売を行ってきたが、原発事故のあった２３年に利

用自粛指導を受け販売ができなくなり、２４年は当該事業者の地域の麦わらが用自粛指導を受け販売ができなくなり、２４年は当該事業者の地域の麦わらが

利用可能であるにもかかわらず、２３年に利用自粛対象であったことから購入利用可能であるにもかかわらず、２３年に利用自粛対象であったことから購入

者から取引中止の連絡があり、生産及び販売がまったくできなかった。者から取引中止の連絡があり、生産及び販売がまったくできなかった。

栃木県
（麦わら）

（円/kg）
（ｔ）

n=1

注） データは栃木県の販売事業者へのサンプル調査

- 279 -



（別紙Ⅱ－６－１）

区分 対象都道県 検査実施主体 検査の程度 通知等

農産物、林産
物

畜産物（牛乳・
乳製品）

北海道沿岸部から神
奈川県沿岸部に至る
海域

地方自治体
水産関係団体

原則週１回。
水産物の放射性物質検査に
関する基本方針（H23.5.6付
け水産庁長官通知）

きのこ原木

青森県、岩手県、宮
城県、秋田県、山形
県、福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼
玉県、千葉県、東京
都、神奈川県、新潟
県、山梨県、長野県、
静岡県

・原木、ほだ木を製品
として製造・出荷する
事業者
・きのこ原木、ほだ木
を自ら採取・製造し使
用するきのこ生産者
（既に使用している者
を含む）

同一の産地・保管先のきのこ原木を
１ロットごとに原木又はほだ木３本を
選出し、１検体を調製。

「きのこ原木及び菌床用培地
中の放射性セシウム測定の
ための検査方法」の制定につ
いて（H23.10.31付け農林水
産省生産局農産部園芸作物
課長、林野庁林政部経営課
長、林野庁林政部木材産業
課長通知）

薪・木炭

青森県、岩手県、宮
城県、秋田県、山形
県、福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼
玉県、千葉県、東京
都、神奈川県、新潟
県、山梨県、長野県、
静岡県

･薪及び木炭を生産す
る生産者
・薪及び木炭を流通さ
せる流通関係者

同一の産地・保管先の薪・木炭を１
ロットとし、ランダムに１０箇所を選出
し、１検体を調製。

「調理加熱用の薪及び木炭
の放射性セシウム測定のた
めの検査方法」の制定につ
いて（H23.11.18付け林野庁
林政部経営課長、林野庁林
政部木材産業課長通知）

牛ふん堆肥

北海道、青森県、岩
手県、宮城県、秋田
県、山形県、福島県、
茨城県、千葉県、栃
木県、群馬県、埼玉
県、静岡県、新潟県、
富山県、岐阜県、三
重県、島根県

・地方自治体
・製造業者（堆肥セン
ターを含む）

個別農家又は地域単位で無作為抽
出した３戸の農家において、堆肥盤
等にある堆肥の山を１ロットとし、１
検体を調製。

「肥料中の放射性セシウム測
定のための検査計画及び検
査方法」の制定について
（H23.8.5付け農林水産省消
費･安全局農産安全管理課
長通知）

飼料

青森県、岩手県、宮
城県、秋田県、山形
県、福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼
玉県、千葉県、東京
都、神奈川県、 新潟
県、山梨県、長野県、
静岡県
※下線は稲わらのみ
調査、斜字は23年産
永年生牧草等及び稲
わらのみ調査

地方自治体
各都県で定めた調査地域における
粗飼料収穫時

原子力発電所事故を踏まえ
た飼料生産・利用等について
（H23.4.22付け農林水産省生
産局畜産部畜産振興課長通
知）
原子力発電所事故後に作付
けされた夏作飼料作物の流
通・利用の自粛及びその解
除等について（H23.8.19付け
農林水産省生産局畜産部畜
産振興課長通知）
飼料の暫定許容値見直しを
踏まえた今後の対応につい
て
（H24.2.3付け農林水産省消
費・安全局畜水産安全管理
課長、生産局畜産部畜産振
興課長通知）
平成24年に収穫される単年
生飼料作物（24年産夏作飼
料作物等）の流通・利用の自
粛及び解除等について
（H24.3.2付け農林水産省生
産局畜産部畜産振興課長通
知）

農林水産物に係る放射性物質検査について

地方自治体

検査計画、出荷制限等の品
目・区域の設定・解除の考え
方（H24.7.12付け原子力災害
対策本部）

原則として週１回程度。ただし、基準
値を超える又は基準値に近い放射
性物質が検出された場合は検査頻
度を強化する。また、検査頻度につ
いては、必要に応じて国が自治体に
別途指示することがある。

水産物

青森県、岩手県、宮
城県、秋田県、山形
県、福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼
玉県、千葉県、東京
都、神奈川県、新潟
県、山梨県、長野県、
静岡県
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【【宮城県・岩手県宮城県・岩手県】】三陸わかめの検査の実施と検査結果の公表三陸わかめの検査の実施と検査結果の公表

○○ 全漁連、岩手県漁連、宮城県漁協で構成している全漁連、岩手県漁連、宮城県漁協で構成している「三陸わかめ共販推進委員「三陸わかめ共販推進委員
会」会」は、は、取引先の業界団体からの要求に応じて放射性物質検査を実施取引先の業界団体からの要求に応じて放射性物質検査を実施し、検査し、検査
結果を公表するとともに 仲買人等に検査結果を報告結果を公表するとともに 仲買人等に検査結果を報告

（別紙Ⅱ－６－２）

結果を公表するとともに、仲買人等に検査結果を報告。結果を公表するとともに、仲買人等に検査結果を報告。

○○ 東京電力は東京電力は、当該委員会の検査にかかった費用については、当該委員会の検査にかかった費用については賠償金を支払って賠償金を支払って
いるいる状況。状況。

≪≪検査を実施している定点検査を実施している定点≫≫≪≪検査の指針検査の指針≫≫

岩手県に９地点、宮城県
に８地点の定点を設定

ワカメ「加工品」の
検査についても東電

≪≪全漁連ＨＰでの検査結果の公開全漁連ＨＰでの検査結果の公開≫≫

は賠償に対応

（以下略）

500

≪≪ワカメの放射性物質検査の結果ワカメの放射性物質検査の結果≫≫
（Bq/kg) ≪≪全漁連ＨＰでの検査結果の公開全漁連ＨＰでの検査結果の公開≫≫

200 

300 

400 

500 

ワカメ（生・塩）

ワカメから放射性物質は
ほとんど検出されていない

http://www.zengyoren.or.jp/

0 

100 

3月1日 9月1日 3月1日 9月1日
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【【北海道北海道】】 北海道が「中間指針に載っていない」ことによる賠償拒否北海道が「中間指針に載っていない」ことによる賠償拒否

○○ 取引先の要求取引先の要求などにより放射性物質検査を実施している中で、検査費用、サなどにより放射性物質検査を実施している中で、検査費用、サ
ンプル代、輸送費用等のンプル代、輸送費用等の検査にかかった費用を請求したところ、北海道は中間検査にかかった費用を請求したところ、北海道は中間
指針に載っていないことを理由に支払を拒否された事例が確認指針に載っていないことを理由に支払を拒否された事例が確認された。された。

（別紙Ⅲ）

指針に載っていないことを理由に支払を拒否された事例が確認指針に載っていないことを理由に支払を拒否された事例が確認された。された。

○○ 請求書を提出する前段階として請求書を提出する前段階として東京電力の相談窓口に連絡をした際、あるい東京電力の相談窓口に連絡をした際、あるい
は請求書提出後の交渉において、「北海道は中間指針に明記されていないのでは請求書提出後の交渉において、「北海道は中間指針に明記されていないので
賠償の対象にならない」と口頭で断られる事例が確認賠償の対象にならない」と口頭で断られる事例が確認された。された。

≪≪北海道が中間指針に載っていないことを理由に支払を拒否した際の文書北海道が中間指針に載っていないことを理由に支払を拒否した際の文書≫≫

○○ 東京電力が「中間指針に載っていない」東京電力が「中間指針に載っていない」
ことを理由に賠償金支払いを拒否ことを理由に賠償金支払いを拒否

→→ 当初の交渉では当初の交渉では「北海道は指針に載っ「北海道は指針に載っ
ていない」として支払いを拒否ていない」として支払いを拒否ていない」として支払いを拒否ていない」として支払いを拒否

→→ その後の交渉により、東京電力は賠償その後の交渉により、東京電力は賠償
金を支払い金を支払い

→→ 平成平成2424年年55月に、「支払は誤りであっ月に、「支払は誤りであっ
た」として再度賠償金支払いを拒否た」として再度賠償金支払いを拒否

→→ その後の交渉により、その後の交渉により、現在は賠償金が現在は賠償金が
支払われている支払われている
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